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１．はじめに

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下、「バリアフリー法」という。）
において、新設等を行う一定の施設等について、移動等円滑化基準への適合義務が課せられ、
車椅子使用者が円滑に利用できる駐車施設（以下、「車椅子使用者用駐車施設」）を設置すること
が求められている。以下の表1のとおり、車椅子使用者用駐車施設の設置が義務付けられてお
り、設置に関する基準はバリアフリー法に基づく政省令に定められているほか、車椅子使用者
用駐車施設等の整備に関する指針が各施設毎のガイドライン等において示されており、具体的
には表2の様な設置基準等となっている。



また、図1の通り、令和2年のバリアフリー法改正により、車椅子使用者用駐車施設を含む高
齢者障害者等用施設等について、国民に対しては適正利用の努力義務が、公共交通事業者等の
施設設置管理者に対しては適正利用等に必要な広報・啓発活動等の努力義務が、それぞれ課せ
られている。加えて、バリアフリー法に基づく基本方針においても、施設設置管理者等の役割
として、高齢者障害者等用施設等の適正利用に関する基本的な考え方を職員等に対し周知・教
育訓練を行うとともに、一般の利用者への「心のバリアフリー」を推進するための広報・普及
啓発活動等により、車椅子使用者用駐車施設の利用について配慮を促すことが求められてい
る。また、国民の役割として、車椅子使用者その他障害者等を除き、当該施設の利用を控え、
適正な配慮をすることが求められている。このような背景を踏まえ、国としてはこれまで、車
椅子使用者用駐車施設を含む高齢者障害者等用施設等の適正利用に関する普及啓発に取り組ん
できたところ。

しかし、こうした共生社会における移動環境を確保するための基本的インフラの一つとなっ
ている車椅子使用者用駐車施設に、本来であれば必要がない人が駐車すること等により、真に
必要な人が利用できない状況も見られ、その適性利用のあり方等について課題が指摘されてい
る。例えば、図2のとおり、国土交通行政インターネットモニターのアンケートによれば、車
椅子使用者用駐車施設に駐車したことのある者のうち一定割合の者が、「急いでいたから」、「一
般利用者用が空いていなかったから」及び「出入口に近くて便利だから」という理由から、本
来であれば必要がない者であるにも関わらず、車椅子使用者用駐車施設を使用している可能性
が示されている。

図１　高齢者障害者等用施設等の適正利用に係る普及啓発



そこで、共生社会における移動環境を確保するための基本的なインフラの一つとなっている
車椅子使用者用駐車施設等の適正利用について、ハード・ソフトの両面から今後の施策のあり
方について検討するため、令和3年度に、「車椅子使用者用駐車施設等のあり方に関する検討会」
を開催し、中間整理をとりまとめたところ。当該中間整理を踏まえ、令和4年度において、車
椅子使用者用駐車施設等の適正利用に関しソフト面での対応を検討すべく、車椅子使用者以外
の者も含めた様々な障害者団体、事業者団体、駐車場関係団体、地方公共団体等との意見交換
を経て、「車椅子使用者用駐車施設等の適正利用に関するガイドライン作成に係る検討会」を
開催し、地方公共団体、施設設置管理者等及び国民における理解の増進と協力の確保等を図る
ために望ましい考え方を、令和5年3月にガイドラインとしてとりまとめた。本稿では、ガイド
ラインにおける考え方を示す。

２．車椅子使用者用駐車施設の利用対象者の明確化

バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準等において、車椅子使用者用駐車施設を示す表示
として用いられる国際シンボルマーク（車椅子マーク）については、図3のとおり、車椅子使用
者だけを意味するものではなく、全ての障害者を意味することとされており、諸外国において

図２　車椅子使用者用駐車施設の適正利用に関する調査結果

図３　国際シンボルマークと米国の事例
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バリアフリー法に規定する高齢者障害者等用施設等として、国民に対し適正利用の努力義務
が課せられている車椅子使用者用駐車施設について、同法に基づく基本方針では、「車椅子使
用者その他障害者等」を除き、当該施設の利用を控える等の適正な配慮を行うことが、国民の
役割として定められている。

一方、バリアフリー法令では「車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設」とし
て「車椅子使用者用駐車施設」と規定し、車椅子使用者の「円滑な利用」環境が前提とされて
いること、また、3.5m以上の幅員が確保できていなければ車椅子使用者は乗降ができないこ
と等から、広い幅がないと乗降が不可能な車椅子使用者と広い幅があればより容易に乗降でき
る利用対象者とでは、その必要性に大きな差があること等に留意することが重要である。この
ため、車椅子使用者用駐車施設の不適正利用が依然として一定程度指摘される場合もあり、ま
た、車椅子使用者以外の多様な高齢者、障害者等が車椅子使用者用駐車施設を利用することで
車椅子使用者用駐車施設への利用集中も指摘される場合もあること等から、そのように車椅子
使用者の円滑な利用環境が阻害されている場合には、地域の実情や施設の利用状況等も踏まえ
つつ、施設設置管理者等において、図4の通り、「車椅子使用者用駐車施設」の利用対象者を「車
椅子使用者」と明確化することが望ましいことを、ガイドラインにおいて示している。

図４　車椅子使用者用駐車施設の利用対象者を明確化している事例

３．「車椅子使用者用駐車施設」とは別に設ける「優先駐車区画」

上記2の考え方を踏まえつつ、地域の実情や施設の利用状況等に応じ、「車椅子使用者用駐車
施設」の利用対象者を「車椅子使用者」と明確化した上で、必ずしも広い幅員は必要ないもの
の、駐車区画の位置等に関し移動に配慮が必要な者もいることから、そのような者への駐車区
画を設ける場合には、図5の通り、「車椅子使用者用駐車施設」とは別に「優先駐車区画」とし
て位置づけ、ダブルスペース方式による運用が望ましいことを、ガイドラインで示している。

一方、各地方公共団体において、公共施設や商業施設等の様々な施設に設置されている駐車
施設の利用対象者に利用証を交付し、適正利用を促す制度（現時点で42府県において導入）が導
入されている。地方公共団体の当該制度運用においても、施設設置管理者等の協力を得て、車
椅子使用者以外に移動に配慮が必要な者を対象として運用する場合には、ダブルスペース方式
を導入することも望まれることについて、ガイドラインで示している。

 



図５　複数種類の駐車区画を運用する場合のイメージと地方公共団体の利用証の例

４．おわりに

「車椅子使用者用駐車施設等の適正利用に関するガイドライン」には、誌面の制約上本稿で
紹介できなかった様々な駐車区画確保の取組や不適正利用対策の取組等が示してあるため、地
方公共団体、施設設置管理者等及び国民においては、当該ガイドラインを参考としつつ、また、
バリアフリー法令等の関係法令等に則り、引き続き、車椅子使用者用駐車施設等の適正利用が
推進されることが期待される。

【参考】車椅子使用者用駐車施設等の適正利用に関するガイドライン
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/content/001598228.pdf


